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横手市市民後見人養成講座（基礎編）等の開催について（通知） 

 

 

本財団の運営につきましては、日頃格別のご指導、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

平成１２年に、認知症や知的・精神障がい等による判断能力の十分でない方を、保護・支援するた

めに、成年後見制度が施行されました。 

現在は、親族以外に専門職後見人といわれる弁護士、司法書士、社会福祉士等が後見業務を担っ

ておりますが、今後は、認知症高齢者や一人暮らし高齢者等の増加に伴い、成年後見制度の必要性

は、一層高まっており、その需要はさらに増大することが見込まれております。 

特に、後見人等が高齢者の介護サービスの利用契約等を中心に後見等の業務を行うことが多く想

定され、専門職後見人がその役割を担うだけでなく、専門職以外の市民後見人を中心とした支援体制

を構築する必要が急務とされております。 

こうしたことから、国では、老人福祉法を一部改正（平成２４年４月１日施行）し、その具体的内容とし

て、市町村が、後見制度の業務を適正に行うことができる人材の育成、及び活用を図るための必要な

措置を講ずるよう努めることとしております。 

このため横手市では、地域で誰もが安心して暮らせることをめざし、住民相互の助け合いの観点か

ら、一般市民が後見業務を行う「市民後見人」の養成を行うことになり、本財団が、横手市から受託し、

本養成講座等を行うことになりました。 

 つきましては、養成講座とともに、市民後見定期相談会、市民後見事例検討会も開催致しますので、

関係者のご参加を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．市民後見人養成講座、定期相談会、事例検討会について 

 

 ①市民後見人養成講座（基礎編）の開催（内容は別紙チラシのとおり） 

 

開 催 日 時  間 会  場 

１０月２６日（水） １０：００～１６：００ 

１１月 ９日（水） １０：００～１６：００ 

１１月１６日（水） １０：００～１６：００ 

１１月３０日（水） １０：００～１６：００ 

横手市役所本庁南庁舎講堂 



 ② 市民後見定期相談会の開催（３回） 

 

市民や民生委員・児童委員、福祉、保健、医療関係者等からの市民後見、成年後見制度に関す

る定期相談会を３回開催します。市民後見や成年後見制度等に関する疑問や質問・相談等があり

ましたら、定期相談会をご利用ください。 

関係者の相談会へのご出席をお待ちしております。 

相談員は、弁護士、司法書士、社会福祉士が対応します。 

 

 期  日 時 間 相 談 員 会  場 

１ １０月２７日（木） 
１３：３０～ 

  １６：３０ 
司法書士 、社会福祉士  

横手市庁舎１階 

相談室 

２ １２月１４日（水） 
１３：３０～ 

  １６：３０ 
弁  護  士 、社会福祉士 

横手市庁舎１階 

相談室 

３ ２月１日（水） 
１３：３０～ 

  １６：３０ 
司法書士 、社会福祉士 

横手市庁舎１階 

相談室 
 

 

③ 市民後見事例検討会の開催（３回） 

 

  市民や民生委員・児童委員、介護保険サービス事業所等の関係者が、直面している権利侵害

や市民後見、成年後見制度等に関する事例について、市民並びにサービス利用者等の権利を擁護

するため、事例検討会（勉強会を含む）を３回開催します。事例を持ち寄っての事例検討会も可能とし

ます。関係者の相談会へのご出席をお待ちしております。 

講師、相談員は、弁護士、司法書士、社会福祉士が対応します。 

 

 期  日 時 間 講師・相談員 会   場 

１ １１月２２日（火） 
１３：３０～ 

  １６：３０ 
司法書士 、社会福祉士 

横手市庁舎 

２階会議室 

２ １月１８日（水） 
１３：３０～ 

  １６：３０ 
弁 護 士、社会福祉士 

横手市庁舎５階 

第二・三委員会室 

３ ２月８日（水） 
１３：３０～ 

  １６：３０ 
司法書士、社会福祉士 

横手市庁舎５階 

第二・三委員会室 

 

 

  
２．受講・参加申し込み、相談の予約等について 

市民後見人の受講申し込み、市民後見定期相談会、市民後見事例検討会に受講申し込み、参加 
申し込みをご希望の方は、別添チラシの両面下部に申込様式がありますので、必要事項をご記入 

の上、横手市健康福祉部 高齢ふれあい課までＦＡＸにより、お申し込みくださるようお願いします。 
いずれも受講料、参加料は無料です。 

市民後見人養成講座の申し込みは、１０月１９日（水）までとしますが、定員になり次第締め切りと 
させていただきます。 

市民後見定期相談会、市民後見事例検討会の相談の予約、受講申し込み等については、随時ご 
連絡をお待ちしております。 

 
 



 
３．問合せ先・連絡先 

 
■横手市健康福祉部高齢ふれあい課   

 
〒０１３－００２３ 

  横手市中央町８番２号 
ＴＥＬ．０１８２－３５－２１３４   ＦＡＸ．０１８２－３２－９７０９ 

 
 

■公益財団法人 秋田県長寿社会振興財団) (ＬＬ財団) 
            秋田県高齢者総合相談センター 

 〒０１０－１４１２ 
    秋田市御所野下堤５丁目１番１号 

ＴＥＬ．０１８－８２９－４１６５   ＦＡＸ．０１８－８２９－２７７０ 

 

 



 


